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黒石市教育委員会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する｡ 

 

 

令和３年１０月２８日 

 

 

黒石市教育委員会教育長  山 内 孝 行  

 

 

黒石市教育委員会規則第６号 

 

 

黒石市教育委員会会議規則の一部を改正する規則 

 

黒石市教育委員会会議規則（平成２５年黒石市教育委員会規則第１号）の一部を次

のように改正する。 

 

 第２条中第２項を削り、第３項を第２項とする。 

 第６条中「並びに閉会及び」を「及び閉会並びに」に改める。 

 第７条第３項中「とき」を「ときは」に改める。 

 第８条第２項中「かえて」を「変えて」に改める。 

 第１２条第３項中「先に」を「、先に」に改める。 

 第１４条第１項中「すべて」を「全て」に改める。 

 第１６条第１項中「挙手」を「、挙手」に改める。 

 第１７条第３項及び第１８条第２項中「すべて」を「全て」に改める。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 


